
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

令和元年９月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月２９日 １３時１５分ごろ 

発生場所 石川県七尾市能登島北西岸 

 能登中ノ島灯台から真方位２２５°１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°０９.４′ 東経１３６°５４.７′） 

事故の概要  プレジャーボート米
よね

三
さぶ

郎
ろう

は、能登島北方沖を西進中、干出岩に乗り

揚げた。 

米三郎は、プロペラ翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

プレジャーボート 米三郎、５トン未満 

２８０－２８４３９石川、個人所有 

６.５８ｍ（Lr）×２.３７ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１４７.１kＷ、平成３年１０月 

（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２７年８月１３日 

免許証交付日 平成２７年９月２８日 

        （令和２年９月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 船底外板に擦過傷、プロペラ翼に曲損、船外機のスケグ（下端部）に

欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮高 １２cm（七

尾） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」という。）

４人を乗せ、平成３１年４月２９日１３時００分ごろ、イルカウォッ

チングの目的で、能登島西岸の中能登農道橋付近の海域へ向け七尾市

曲
まがり

漁港を出発した。 

船長は、目視で陸岸との距離を見ながら手動操舵で操船に当たり、

約２１ノットの対地速力で西進していたところ、七尾市中ノ島南方を

通過した直後、１３時１５分ごろ船外機のスケグ（船体の直進性を向

上させるための船外機下端部の部品）が何かに当たった衝撃を感じ、

干出岩（以下「本件干出岩」という。）に乗り揚げたことを知った。 

船長は、本件干出岩を通過し、船外機を止め、チルトアップして確

認したところ、プロペラ翼３枚が曲損し、スケグの大部分が欠損して

いた。船長は、船外機をチルトダウンして前進にしたところ、速力が

上がらず舵効きが良くなかったものの、低速であれば自力航行が可能

であると判断し、同乗者を下船させる目的で、過去に入港した経験の

ある付近のフィッシングパークに向かうこととした。 

本船は、同フィッシングパークに向けて航行を開始したものの、北

寄りの風に圧流され、１３時４５分ごろ能登島久
く

木
き

町の干出浜に乗り

揚げ、１３時５０分ごろ船長が携帯電話で１１８番通報を行った。 

船長及び同乗者４人は、現場に到着した海上保安庁職員と共に浅瀬

を歩き、陸上へ移動した。 

本船は、船長が依頼した付近の漁業協同組合の漁船によって引き出

され、曲漁港へえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 海図Ｗ１２１（七尾湾）によれば、中ノ島と能登島の吉
きち

ケ浦鼻の間

の海域（以下「本件海域」という。）は、水深が５ｍ以下であり、干

出岩及び暗岩が点在している。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

 船長は、本件海域に浅所があることは知っていたものの、過去に本

件海域を支障なく航行した経験が３、４回あったので、中ノ島と陸岸

との中間よりも中ノ島寄りを航行すれば安全に通過できると思い、目

視で陸岸との距離を見ながら航行していた。 

 船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターを作動させておらず、航行

前に海図やＧＰＳプロッターで水路調査を行っていなかった。 

船長及び同乗者４人は、全員が救命胴衣を着用していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、能登島北方沖を西進中、船長が、過去に本件海域を支障な

く航行できたので、事前に水路調査を行っておらず、中ノ島と陸岸と

の中間よりも中ノ島寄りを航行すれば安全に通過できると思い、ま

た、ＧＰＳプロッターを活用しておらず、目視のみで陸岸との距離を

見ながら本件海域を航行したことから、本件干出岩に接近しているこ

とに気付かず、本件干出岩に乗り揚げたものと推定される。 

原因 本事故は、本船が能登島北方沖を西進中、船長が、中ノ島と陸岸と

の中間よりも中ノ島寄りを航行すれば安全に通過できると思い、目視

で陸岸との距離を見ながら本件海域を航行したため、本件干出岩に接

近していることに気付かず、本件干出岩に乗り揚げたものと推定され

る。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・航行前に海図等を確認して航行予定海域の水路調査を行い、航行

中は、ＧＰＳプロッターを活用して船位及び水深を十分に確認す

ること。 

・船外機に損傷を生じて通常の操船ができない場合は、無理に自力

航行しようとせず、速やかに救助を要請すること。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（平成３１年４月２９日 

 １３時１５分ごろ発生） 

石川県 

曲漁港 

富山県 

推定航行経路 

能登中ノ島灯台 

フィッシングパーク 

中能登農道橋 

圧流されて乗り揚げた場所 

推定航行経路 

中能登農道橋 


